






















北木島まちづくり協議会規約

(名称)

第1条 本会は、北木島まちづくり協議会という。

（事業所）

第 2条 本会は、主たる事務所を笠岡諸島開発総合センターに置く。

(目的)

第3条 本会は、笠岡市自治基本条例に基づき、地域住民が自らの考えと行動によって地域の課

題を解決し、安全で安心して暮らせる活気あるまちづくりを推進することにより、住民が主役の

地域社会の実現を図ることを目的とする。

第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の生きがいづくり

(2) 地域住民のコミュニティの場づくり

(3) 地域の課題の解決

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(構成)

第 5 条 本会は、北木島地区に居住する住民および各種団体で構成する。

(種別及び定数)

第 6 条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事 10 名

(2) 代議員 35 名以内

(3) 監事 2名

2 理事のうち、1 名を会長、1 名を副会長とする。

(選任等)

第 7 条 代議員は、地域の各種団体から選出する。

2 理事及び監事は、代議員の中から互選する。

3 会長及び副会長は、理事の中から互選する。

(職務)

第 8 条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行す

る。

3 理事は、理事会に出席し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行す

る。



４ 代議員は、代議員会に出席し、地域の課題などを協議するほか、実践活動の中心的な役割を

担う。

５ 監事は、本会の会計監査を行う。

(任期等)

第 9 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任については最長 3期とする。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総

会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

ばならない。

(解任)

第 10 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任

することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならな

い。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)

第 11 条 本会に、事務局長その他の職員を置くことができる。

２ 職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

(種別)

第 12 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2種とする。

(構成)

第 13 条 総会は、第 6条の役員をもって構成する。

(権能)

第 14 条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更

(3) 事業報告及び収支決算

(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(5) 事務局の組織及び運営

(6) その他運営に関する重要事項



(開催)

第 15 条 通常総会は、毎事業年度 1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をした時。

(2) 役員の 5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があっ

たとき。

(招集)

第 16 条 総会は、会長が招集する。

(議長)

第 17 条 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。

(定足数)

第 18 条 総会は、役員総数の 2分の 1以上の出席が無ければ開会することができない。

(議決)

第 19条 総会の議事は、出席した役員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

(議長録)

第 20 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 役員総数及び出席者数(書面評決者又は評決委任者がある場合にあっては、その数を付

記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しな

ければならない。

(事業計画及び予算)

第 21 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければ

ならない。

(事業年度)

第 22 条 本会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(その他)

第23条 この規約の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。



付 則

（施行期日）

1 この規約は、平成 24 年 1月 30 日から施行する。

（事業年度の特例）

2 本会の設立当初の事業年度は、第 22 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 24 年 3月

31 日までとする。


